
オンライン資格確認について



2020年度 2021年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

行政

健保組合

加入者

オン資格用の
データ受入

２桁番号付き保険証発行
オン資格用の
データ登録

2桁番号
付番

■ オンライン資格確認のロードマップの概要

※オンライン資格確認のスケジュールについては上記のとおりとなります。

マイナンバーカードが
保険証として利用できる

マイナンバー
初回登録

－１－

オン資格用の
システム準備



■ 個人単位の２桁番号付きの保険証様式（イメージ）

〇新規発行の保険証について、個人を識別する２桁の番号を追加します。

〇発行済みの保険証は、２桁番号がなくてもご使用できます。

－２－



■ オンラインによる資格確認の仕組み

－３－



■ 医療機関におけるオンラインによる資格確認（イメージ）

－４－

患者からの主な見え方



■ 医療機関におけるオンラインによる資格確認（イメージ）

－５－

医療機関・薬局からの主な見え方



■ 医療機関におけるオンラインによる資格確認（メリット）

－６－



■ マイナンバーカードを被保険者証として利用するための初回登録について

○ 令和２年度始めから、マイナンバーカードを被保険者証として利用するための初回登録の手続き（予約）がマイナ
ポータルから可能となります。

○初回登録の手続きは、マイナンバーカードの読取りに対応したスマートフォン、又はＩＣカードリーダーを備えたパソ
コンで登録してください。

【初回登録の手続き（予約）について】

【医療保険者における初回登録の手続きの周知について】

○厚生労働省より、市町村及び広域連合に対して、初回登録の手続きを国保及び後期の被保険者が円滑に行うこと
ができるよう、初回登録の手続きの周知の依頼を行っております。
また、窓口に来訪される国保及び後期の被保険者に対して、初回登録の手続きの支援を行うよう、併せて依頼を
行っております。

○また、市町村に対しては、住民に身近な立場であることから、可能な範囲において、国保及び後期以外の被保険者
を含めた住民の初回登録の手続きの支援をお願いしております。

⇒上記のとおり、市町村の御協力は想定されておりますが、健康保険組合においては、組合に加入されている被保険
者に対し、初回登録の手続きの必要性の周知を行うよう指導がありました。また、初回登録手続きの具体的な方法につ

いては、別途リーフレットにて周知しております。
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■ マイナンバーカードを被保険者証として利用するための初回登録について

【リーフレット】

－８－

登録方法
はコチラ

※リーフレットはホームページからダウンロードできます。



■ オンラインによる資格確認導入後の健康保険組合の業務について

◆オンライン資格確認システムへの加入者情報の登録（更新）

オンライン資格確認は、保険者が中間サーバーに登録（更新）する加入者情報を医療機関及び審査支払機関
が活用することとなるため、加入者の取得日や喪失日、負担割合といった各種情報をタイムリーに登録・更新する
ことが重要です。

◆事業主と連携強化（加入者資格に係る事務手続きの迅速化・従来事務の徹底

医療機関窓口における資格確認や審査支払機関が行うことを予定しているレセプトの振替・分割サービスの効果を
より高めるためには、加入者の情報をタイムリーに更新することが重要ですが、健康保険組合が管理する加入者デー
タは、事業主から提出される各種の届出に基づき作成されております。
（１）事業主から速やかな届書提出の徹底が必要となります。（特に資格喪失届の早期提出）
（２）従来から実施している喪失者の被保険者証回収の徹底が必要となります。
（３）被保険者証の回収日等、健康保険組合が管理する加入者情報の充実化も図る必要があります。

◆健康保険組合における加入者のマイナンバー収集について（留意点）

オンライン資格確認は、加入者のマイナンバーを基盤とした情報のやり取りが行われるため、保険者は、迅速かつ正
確なマイナンバーの収集を行うことが求められております。

－９－



■ 事業主から当組合へのマイナンバー提出（タイムラグの発生）

◆事業主から健康保険組合へマイナンバー提出と証発行との間に生じるタイムラグ

マイナンバーが中間サーバーに登録されるまで、オンライン資格確認を実施するために必要な資格情報が確認できない

転職等により保険者を異動した直後の加入者が、マイナンバーカードのみを持参して医療機関を受診した場合、
医療機関側では、オンライン資格確認システムによる加入者資格の確認を行うことができない。

⇒ 加入者に対して、医療機関側から「保険証の提示」や「10割の窓口負担」が求められる可能性があります。

オンライン資格確認におけるマイナンバーの重要性及びマイナンバーの早期提出の徹底が必要
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